
中小企業倒産防止共済制度に関する注意(重要) 

 中小企業倒産防止共済制度は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営して

いる共済制度です。 この共済制度では、共済貸付時に保証会社の「保証」を取るこ

とはありません。 

 また、「全国商工振興保証協会」、「全国商工保証協会」、「商工振興組合」は、独立

行政法人 中小企業基盤整備機構や大阪商工会議所とは関係ありません。 

  

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

中小企業庁経営安定対策室                      ：03-3501-0459 

独立行政法人中小企業基盤整備機構経営安定企画課：03-5470-1540 

 

http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/Kyousai_Hoken/tousanboushi.html�

